
  法案名 主な改正事項 施行期日 

少子化対策 

次代の社会を担う子どもの健全な育
成を図るための次世代育成支援対策
推進法等の一部を改正する法律案 
【4月16日成立】 

次世代育成支援対策推進法の延長、新たな認定（特例認定）制度の創設 
平成27年4月1日 
※ただし、法の
延長は公布日 

雇用保険法の一部を改正する法律案 
【3月28日成立】 

育児休業給付の給付率の引上げ（休業開始後６月間につき50％→67％）  平成26年4月1日 

医療・介護サービス
の提供体制改革等 

地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律案 
【6月18日成立】 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 
（地域介護施設整備促進法等関係） 

 ①病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等のための新たな基金
を都道府県に設置 

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を
策定 

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を都道

府県に報告する仕組みの創設 
 ②都道府県は、①をもとに、地域医療体制の将来のあるべき姿を医療計

画において策定 
 ③医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け 
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）  

 ①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、
多様化 

 ②低所得者の保険料軽減を拡充 
 ③一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ 
 ④低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に

資産などを追加 等 

公布日。 
ただし、医療法
関係は平成２６
年１０月以降、 
介護保険法関係
は平成２７年４月
以降など、順次
施行。 

難病・小児慢性特定
疾病対策 

難病の患者に対する医療等に関する
法律案（新法） 
【5月23日成立】 

難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病・小児慢
性特定疾病に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立するため 
 ①対象疾病の拡大 
 ②対象患者の認定基準の見直し 
 ③類似の医療費に係る患者の負担の軽減を図る制度との均衡を考慮し 

   た自己負担の見直し 

平成27年1月1日 

児童福祉法の一部を改正する法律案 
【5月23日成立】 

平成27年1月1日 

平成26年通常国会で成立した社会保障制度改革関連法案 
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○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。 

○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成26年度の増収額 
 5兆円(※)については、 
 ①まず基礎年金国庫負担割合２分の１に2.95兆円を向け、 
 ②残額を満年度時の 
  ・「社会保障の充実」及び「消費税引上げに伴う社会保障４経費の増」と 
  ・「後代への負担のつけ回しの軽減」 
  の比率（概ね１：２）で按分した額をそれぞれに向ける。 

○基礎年金国庫負担割合２分の１ 
   （平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合 
      ２分の１の差額に係る費用を含む） 
    

○社会保障の充実 
  ・子ども・子育て支援の充実 
  ・医療・介護の充実 
  ・年金制度の改善 

    

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増 
  ・診療報酬、介護報酬、子育て支援等についての 
   物価上昇に伴う増 

 

○後代への負担のつけ回しの軽減 
  ・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が 
   確保できていない既存の社会保障費 

〈26年度消費税増収分の内訳〉 
後代への負担のつけ回しの軽減 

消費税率引上げに伴う社会保障4経費の増 

社会保障の充実 

基礎年金国庫負担割合1/2 

（参考）算定方法のイメージ 

2.95兆円 

0.5兆円 

0.2兆円 

1.3兆円 

7.3兆円 

0.8兆円 

2.8兆円 

3.2兆円 

概ね 

② 

① 
② 

① 

26年度 満年度 
（消費税率５％引上げ時） 

： 

： 
※ 消費税については、国の会計年度と、消費税を納税する者の事業年度が必ずしも一致しないこと等により、段階的な増収となる。 

（注） 金額は公費（国及び地方の合計額）である。 8 

《増収額計：5兆円》 

平成26年度の社会保障の充実・安定化について 

2.95兆円 

0.5兆円 

0.2兆円 

1.3兆円 



※ 医療提供体制改革のための新たな財政支援制度（基金）については、上記に加え、公費360億円の上乗せ措置を別途実施。その結果、 
  基金規模は合計904億円。 
（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）である。 

（注２） 計数は、それぞれ四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。 

（注３） 「保育緊急確保事業」の国分（1,043億円）は内閣府、保育所運営費の国分（304億円）は厚生労働省に計上。 

（注４） 「育児休業中の経済的支援の強化」の国分のうち、雇用保険の適用分（55億円）は厚生労働省、国共済組合の適用分（１億円）は各省庁に計上。 

事    項 事  業  内  容 計 国分 地方分 

 子ども・子育て支援の充実 

    
 待機児童解消の推進と地域の子ども・子育て支援の充実 
  （「待機児童解消加速化プラン」の推進、保育緊急確保事

業の実施） 

            2,915    1,348    1,568 

 社会的養護の充実         80      40      40 

 育児休業中の経済的支援の強化         64      56       8 

医療・介護 
の充実 

  医療・介護サービスの 
  提供体制改革 

 病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等 

  （１） 消費税財源の活用による診療報酬の改定 

  （２） 新たな財政支援制度の創設（※） 

 

353 

544 

 

249 

362 

 

105 

181 

 地域包括ケアシステムの構築 
  （認知症に係る地域支援事業の充実等）  

        43      22      22 

  医療保険制度の改革 

 国民健康保険・後期高齢者医療の低所得者保険料軽減措
置の拡充 

               612       0      612 

 高額療養費制度の見直し         42      37       5 

  難病・小児慢性特定 
疾病対策の改革 

  難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な医療費助
成の制度の確立 等 

               298      126      172 

 年金制度の改善  遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大         10      10       0 

合 計   4,962 2,249 2,713 

（注１） 

（注３） 

（単位：億円） 

平成26年度における「社会保障の充実」 （概要） 

（注４） 
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